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�愛媛県告示第９４６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

言語・音声・平衡・そしゃく・
肢体不自由・心臓・呼吸器機能
障害

リハビリテー
ション科 旭川荘南愛媛病院 高 橋 義 仁 北宇和郡鬼北町永野市１６０７ 平成

２０年６月１日

聴覚・言語・音声・平衡・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 鵜久森 徹 東温市志津川 〃

〃 〃 〃 岡 田 昌 浩 〃 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科 愛 媛 労 災 病 院 松 本 俊 彦 新居浜市南小松原町１３－２７ 〃

心 臓 ・ じ ん 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 〃 橋 本 弦 太 〃 〃

ぼうこう又は直腸機能障害 外 科 〃 八 木 隆 治 〃 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 医療法人沖縄徳洲会
宇和島徳洲会病院 山 田 郁 史 宇和島市住吉町二丁目６番２４号 〃

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 市立八幡浜総合病院 柳 垣 孝 広 八幡浜市大平１番耕地６３８ 〃

毎週（火・金）曜日発行 第１９７２号 平成２０年６月１３日

平成２０年６月１３日金曜日 第１９７２号

愛 媛 県 報

７１０
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�愛媛県告示第９４８号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４９号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５０号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

新 居 大 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷３－１－１ 公立学校共済組合四国中央病
院 四国中央市川之江町２２３３ 平成１９年

１０月１日

日 野 ひとみ 西予市国民健康保険土居診療
所 西予市城川町大字土居５７８ 国立大学法人愛媛大学医学部

附属病院 東温市志津川 平成２０年
４月１日

日 野 和 典 財団法人積善会附属十全総合
病院 新居浜市北新町１－５ 〃 〃 〃

森 実 圭 医療法人綮愛会石川病院 四国中央市上分町７３２－１ 〃 〃 〃

川 田 好 高 鬼北町国民健康保険日吉診療
所

北宇和郡鬼北町大字下鍵山２９
９ 市 立 宇 和 病 院 西予市宇和町卯之町１－２４６

－１ 〃

西 脇 幹 雄 市 立 八 幡 浜 総 合 病 院 八幡浜市大平１番耕地６３８ にしわき眼科クリニック 八幡浜市江戸岡１－４－５ 〃

圓 尾 浩 久 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 市 立 大 洲 病 院 大洲市西大洲甲５７０ 平成２０年

５月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 辞退年月日

ぼうこう又は直腸機能障害 外 科 住 友 別 子 病 院 佐 伯 英 行 新居浜市王子町３－１ 平成
２０年３月３１日

心 臓 ・ じ ん 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 〃 土 井 正 行 〃 〃

肢体不自由・ぼうこう又は直腸
機能障害 外 科 愛 媛 労 災 病 院 森 重 一 郎 新居浜市南小松原町１３－２７ 平成

２０年４月２８日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科 〃 高 見 太 郎 〃 〃

心 臓 ・ じ ん 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 〃 原 田 希 〃 〃

肢体不自由・ぼうこう又は直腸
機能障害 外 科 〃 野 村 真 治 〃 〃

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 〃 上 田 修 史 〃 〃

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 外 科 財団法人積善会附属

十全総合病院 丸 山 昌 伸 新居浜市北新町１－５ 平成
２０年４月３０日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

放射線第一病院 今治市北日吉町１丁目１０－５０ 医療法人順天会
腎臓に関する医療
（育成医療・更生
医療）

平成２０年
６月１日

愛 媛 県 報平成２０年６月１３日 第１９７２号

７１１
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�愛媛県告示第９５１号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６５条の規定に基づ

き、次のとおり指定自立支援医療機関の辞退の申出があった。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５２号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号 に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１～４ 省略 １～４ 省略

５ 農業経営の

規模の拡大、

生産方式の合

理化、経営管

理の合理化、

農業従事の態

様の改善その

他の農業経営

の改善に伴い

要する資金で

農林水産大臣

が指定するも

の

同上 ５ 農業経営の

規模の拡大、

生産方式の合

理化、経営管

理の合理化、

農業従事の態

様の改善その

他の農業経営

の改善に伴い

要する資金で

農林水産大臣

が指定するも

の

同上 同上 同上

６ 診療施設そ

の他の農村に

年１分２厘５

毛

年４厘 ６ 診療施設そ

の他の農村に

同上 同上

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

八幡浜中央薬局 八幡浜市江戸岡１丁目８７０番地３ 田中 美和子 平成２０年
６月１日

むらやま薬局 新居浜市船木甲４３２２番地３ 株式会社ムラヤマ 平成２０年
６月１日

美川調剤薬局 上浮穴郡久万高原町上黒岩２９３３－１ 有限会社クリフ 平成２０年
６月１日

名 称 辞退年月日

カナダイ薬局 平成２０年４月２９日

愛 媛 県 報平成２０年６月１３日 第１９７２号

７１２
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�愛媛県告示第９５３号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９５４号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及び第８条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

猿谷
（Ａ）
（２０７
－�－
１１９９
�）

大洲市
上須戒
町猿谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

猿谷
（Ａ）
（２０７
－�－
１１９９
�）

大洲市
上須戒
町猿谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

猿谷
（Ｂ）
（２０７
－�－
１２００
�）

大洲市
上須戒
町猿谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

猿谷
（Ｂ）
（２０７
－�－
１２００
�）

大洲市
上須戒
町猿谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

日之浦
（４２１
－�－
１２８３
�）

大洲市
長浜町
今坊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

日之浦
（４２１
－�－
１２８３
�）

大洲市
長浜町
今坊
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

白方
（４２１
－�－
１３０２
�）

大洲市
柴（次
の図の
とお
り）

急傾斜地
の崩壊

白方
（４２１
－�－
１３０２
�）

大洲市
柴（次
の図の
とお
り）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

新造替
地
（４２１
－�－
１３１１
�）

大洲市
長浜町
下須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

新造替
地
（４２１
－�－
１３１１
�）

大洲市
長浜町
下須戒
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下成
（ｂ）
（４２１
－�－
１３１６
�）

大洲市
長浜町
上老松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下成
（ｂ）
（４２１
－�－
１３１６
�）

大洲市
長浜町
上老松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

磯崎
（４２１
－�－
１３２２
�）

大洲市
長浜町
仁久
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

磯崎
（４２１
－�－
１３２２
�）

大洲市
長浜町
仁久
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東紺屋
町
（４２１
－�－
１３２５
�）

大洲市
長浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東紺屋
町
（４２１
－�－
１３２５
�）

大洲市
長浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

土居
（４２１
－�－
１３３６
�）

大洲市
長浜町
出海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

土居
（４２１
－�－
１３３６
�）

大洲市
長浜町
出海
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

東
（４２１
－�－
１３３９
�）

大洲市
長浜町
櫛生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

東
（４２１
－�－
１３３９
�）

大洲市
長浜町
櫛生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

高松
（４２１
－�－
１３４１
�）

大洲市
長浜町
櫛生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

高松
（４２１
－�－
１３４１
�）

大洲市
長浜町
櫛生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

青島
（ａ）
（４２１
－�－
１３４９
�）

大洲市
長浜町
青島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

青島
（ａ）
（４２１
－�－
１３４９
�）

大洲市
長浜町
青島
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

７ 省略 ７ 省略

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ほ場整備事業 明穂地区 平成２０年５月１５日

愛 媛 県 報平成２０年６月１３日 第１９７２号

７１３



加屋
（ｂ）
（４２１
－�－
２６０９
�）

大洲市
白滝
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

加屋
（ｂ）
（４２１
－�－
２６０９
�）

大洲市
白滝
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

河原
（４２１
－�－
２６１１
�）

大洲市
長浜町
櫛生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

河原
（４２１
－�－
２６１１
�）

大洲市
長浜町
櫛生
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

松本川
（４２１
－１２１
４）

大洲市
長浜町
今坊松
本（次
の図の
とお
り）

土石流 松本川
（４２１
－１２１
４）

大洲市
長浜町
今坊松
本（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

統理川
（４２１
－１２１
５）

大洲市
長浜町
今坊橋
立浜
（次の
図のと
おり）

土石流 統理川
（４２１
－１２１
５）

大洲市
長浜町
今坊橋
立浜
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

舟木川
（４２１
－１２１
６）

大洲市
長浜町
今坊橋
立浜
（次の
図のと
おり）

土石流 舟木川
（４２１
－１２１
６）

大洲市
長浜町
今坊橋
立浜
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

水場川
（４２１
－１２２２
－１）

大洲市
長浜水
場（次
の図の
とお
り）

土石流 水場川
（４２１
－１２２２
－１）

大洲市
長浜水
場（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

水場川
（４２１
－１２２２
－２）

大洲市
長浜水
場（次
の図の
とお
り）

土石流 水場川
（４２１
－１２２２
－２）

大洲市
長浜水
場（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

小波川
（４２１
－１２２
３）

大洲市
長浜真
砂町
（次の
図のと
おり）

土石流 小波川
（４２１
－１２２
３）

大洲市
長浜真
砂町
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

要津寺
谷川
（４２１
－１２２
４）

大洲市
長浜山
際（次
の図の
とお
り）

土石流 要津寺
谷川
（４２１
－１２２
４）

大洲市
長浜山
際（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

仁久川
（４２１
－１２２
５）

大洲市
長浜町
仁久
（次の
図のと
おり）

土石流 仁久川
（４２１
－１２２
５）

大洲市
長浜町
仁久
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

樫谷東
川
（４２１
－１２３
１）

大洲市
戒川樫
谷（次
の図の
とお
り）

土石流 樫谷東
川
（４２１
－１２３
１）

大洲市
戒川樫
谷（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

三島谷
川
（４２１
－１２４
１）

大洲市
豊茂中
央（次
の図の
とお
り）

土石流 三島谷
川
（４２１
－１２４
１）

大洲市
豊茂中
央（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

大下川
（４２１
－１２４
８）

大洲市
長浜町
沖浦小
浦（次
の図の
とお
り）

土石流 大下川
（４２１
－１２４
８）

大洲市
長浜町
沖浦小
浦（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

小山川
（４２１
－１２５
１）

大洲市
長浜町
櫛生浜
宮（次
の図の
とお
り）

土石流 小山川
（４２１
－１２５
１）

大洲市
長浜町
櫛生浜
宮（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

小山東
川
（４２１
－１２５
２）

大洲市
長浜町
櫛生浜
宮（次
の図の
とお
り）

土石流 小山東
川
（４２１
－１２５
２）

大洲市
長浜町
櫛生浜
宮（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

上東谷
川
（４２１
－１２５
５）

大洲市
長浜町
櫛生河
原（次
の図の
とお
り）

土石流 上東谷
川
（４２１
－１２５
５）

大洲市
長浜町
櫛生河
原（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

東川
（４２１
－１２５
６）

大洲市
長浜町
櫛生東
（次の
図のと
おり）

土石流 東川
（４２１
－１２５
６）

大洲市
長浜町
櫛生東
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上西谷
川
（４２１
－１２５
７）

大洲市
長浜町
櫛生西
谷（次
の図の
とお
り）

土石流 上西谷
川
（４２１
－１２５
７）

大洲市
長浜町
櫛生西
谷（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

西谷川
（４２１
－１２５
８）

大洲市
長浜町
櫛生西
谷（次
の図の
とお
り）

土石流 西谷川
（４２１
－１２５
８）

大洲市
長浜町
櫛生西
谷（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

尾仲川
（４２１
－１２６
２）

大洲市
長浜町
櫛生奥
（次の
図のと
おり）

土石流 尾仲川
（４２１
－１２６
２）

大洲市
長浜町
櫛生奥
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

枝折谷
川
（４２１
－１２６
３）

大洲市
長浜町
出海
（次の
図のと
おり）

土石流 枝折谷
川
（４２１
－１２６
３）

大洲市
長浜町
出海
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宝泉寺
川
（４２１
－１２６
４）

大洲市
長浜町
出海尾
坂（次
の図の
とお
り）

土石流 宝泉寺
川
（４２１
－１２６
４）

大洲市
長浜町
出海尾
坂（次
の図の
とお
り）

土石流 次の図のとお
り

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

大洲土木事務所及び大洲市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９５５号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

北町屋
敷川
（４２１

大洲市
長浜町
下須戒

土石流

愛 媛 県 報平成２０年６月１３日 第１９７２号

７１４



��������������

－１２４
４）

郷（次
の図の
とお
り）

高松西
川
（４２１
－１２６
０）

大洲市
長浜町
櫛生高
峰（次
の図の
とお
り）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

大洲土木事務所及び大洲市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９５６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

東温市下林上土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２０年６月１３日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第９５７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市下林上土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２０年６月１３日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

�愛媛県告示第９５８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 博 東温市下林甲１３３番地１号

〃 青 井 一 栄 東温市下林甲４９７番地

〃 丹生谷 文 章 東温市下林甲１２７２番地２号

〃 松 下 慶 三 東温市下林甲８６２番地

〃 森 啓 介 東温市下林甲４２５番地３号

〃 山 本 泰 夫 東温市下林甲１２９３番地２号

〃 中 村 昌 一 東温市下林甲８００番地１号

〃 丹生谷 時 雄 東温市下林甲１０２８番地

〃 白 石 盛 清 東温市下林甲７５９番地１号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 越 智 高 徳 東温市下林甲９８２番地３号

〃 森 博 東温市下林甲１３３番地１号

〃 白 石 盛 重 東温市下林甲１０２１番地１号

〃 松 下 慶 三 東温市下林甲８６２番地

〃 森 芳 宏 東温市下林甲１２６番地２号

〃 森 啓 介 東温市下林甲４２７番地

〃 青 井 一 榮 東温市下林甲４９７番地

〃 松 本 登喜夫 東温市下林甲１３０３番地１号

〃 松 田 勝 利 東温市下林甲９２６番地

〃 白 石 喜一郎 東温市下林甲１３３７番地

〃 高須賀 武 省 東温市下林甲７１９番地１号

〃 丹生谷 衛 東温市下林甲５４０番地

監 事 藤 井 省 三 東温市下林甲２９６番地

〃 青 山 貞 範 東温市下林甲１１２５番地３号

〃 福 岡 昌 朗 東温市下林甲１１２４番地

〃 森 勝 東温市下林甲１３４６番地

監 事 藤 井 省 三 東温市下林甲２９６番地

〃 青 山 貞 範 東温市下林甲１１２５番地３号

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－１７）第４９７２号 平成１７年
５月２３日 瀬戸内建設� 中下 興治 松山市住吉２－１１－１２ 平成２０年

５月１日
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（特－１７）第１７７１号 平成１８年
１月２５日 �中下組 中下 元夫 松山市住吉２－１０－２８ 平成２０年

５月７日

土木工事業、建築工事業
大工工事業、左官工事業
とび・土工工事業
石工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロツク
工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業、ほ装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業、ガラス工事業
塗装工事業、防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業、建具工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１７）第１３１８２号 平成１７年
９月１２日 �山一建設 山本 秀仁 伊予市尾崎１４８－８ 平成２０年

５月１３日 土木工事業 建設業の廃止

（般・特－１９）第１７２４号 平成１９年
１０月１６日 臨海建設� 岩崎 吉典 松山市古三津６－６－３０ 平成２０年

５月１６日
管工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第８９６５号 平成１７年
１２月１４日 和泉建設 和泉 義行 松山市清住２－１１５５－５ 平成２０年

５月２０日
土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２０年６月１３日 第１９７２号

７１５
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�������
�愛媛県告示第９６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

五十崎国営開発土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２０年６月１３日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

就 任

退 任

�愛媛県告示第９５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９６０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年６月１３日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

（般－１８）第１４１号 平成１８年
１０月１２日 �和田建設 和田 泰雄 松山市北井門町９７－８ 平成２０年

５月２２日

土木工事業、建築工事業
大工工事業
とび・土工工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－１７）第１４５９１号 平成１７年
８月１６日 �武知工業 武知 和久 松山市東方町甲２２６７－１ 平成２０年

５月２６日
土木工事業
とび・土工工事業
ほ装工事業

建設業の廃止

（般－１５）第１４０６０号 平成１５年
７月１７日 �タニグチ組 谷口 巡一 松山市高岡町７９９－１５ 平成２０年

５月２８日

土木工事業、建築工事業
大工工事業
とび・土工工事業
石工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロツク
工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
内装仕上工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第１５９７７号 平成１８年
７月１８日 エイシン建設� 武知 和久 松山市高岡町４７８－２８ 平成２０年

５月２９日 水道施設工事業 建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 六軒家石手線
松山市石手五丁目甲５２６番４地先から

同市石手三丁目甲５２３番８まで
平成２０年６月１３日

〃 〃
松山市石手三丁目甲５１７番４から

同市石手三丁目甲５１５番５まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第１４号

平成２０年６月５日
伊予郡松前町大字北黒田字美居７７２番１、７７２番１０及び７７２番１１

松山市道後樋又７番２３号

有限会社イセマル

代表取締役 稲 井 久 人

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 正 照 喜多郡内子町五十崎甲１３４５番地

〃 佐 伯 忠 廣 喜多郡内子町五十崎甲２７５番地

〃 栗 田 謙 一 喜多郡内子町五十崎甲１１５１番地

〃 井 上 多喜雄 喜多郡内子町五十崎乙６２６番地４

〃 松 田 純 一 喜多郡内子町大久喜甲１６９番地

〃 脇 坂 寛 喜多郡内子町重松甲２３番地３

〃 宮 岡 満 幸 喜多郡内子町重松甲１６６５番地

〃 寺 谷 博 幸 喜多郡内子町平岡甲１８９５番地３

〃 入 船 和 夫 喜多郡内子町福岡甲９８３番地

〃 福 岡 健 喜多郡内子町重松甲１３９１番地

〃 松 岡 義 久 喜多郡内子町重松甲５９０番地

〃 松 本 英 敏 喜多郡内子町只海甲１６２番地

〃 要 英 雄 喜多郡内子町只海甲１３０８番地

〃 一 宮 義 博 喜多郡内子町只海甲７０７番地

〃 二 宮 幸 市 喜多郡内子町北表甲６０４番地

〃 森 石 重 満 喜多郡内子町重松甲２６７６番地

監 事 山 田 博 文 喜多郡内子町福岡乙１３０番地

〃 大 松 儀 一 喜多郡内子町只海甲１２９８番地

愛 媛 県 報平成２０年６月１３日 第１９７２号
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公 告

�������
�愛媛県告示第９６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

五十崎国営開発土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２０年６月１３日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�������
�愛媛県告示第９６３号
愛南町から協議のあった町営土地改良事業（農業用用排水施設整

備事業・山出地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年６月１３日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・山出地区）

計画書の写し

� 愛南町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年６月１６日から７月１１日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場本庁

�������
�愛媛県告示第９６４号
愛南町から協議のあった町営土地改良事業（農地保全事業・山出

地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項

の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年６月１３日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農地保全事業・山出地区）計画書の写し

� 愛南町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年６月１６日から７月１１日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場本庁

�������
�愛媛県告示第９６５号
愛南町から協議のあった町営土地改良事業（農業用道路整備事業・

山出地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第

６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２０年６月１３日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用道路整備事業・山出地区）計画書

の写し

� 愛南町営土地改良事業の経費の賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年６月１６日から７月１１日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場本庁

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛情報スーパーハイウェイ用広域イーサネットサービスの

調達

� 調達役務名及び数量

広域イーサネットサービス １３箇所

� 調達役務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 調達開始日

平成２０年１２月１日

� 調達場所

ア 愛媛県庁本庁舎

イ 愛媛県四国中央庁舎

ウ 愛媛県西条庁舎

エ 愛媛県西条第二庁舎

オ 愛媛県今治庁舎

カ 愛媛県松山庁舎

キ 愛媛県台ダム管理庁舎

ク 愛媛県久万高原庁舎

ケ 愛媛県大洲庁舎

コ 愛媛県八幡浜庁舎

サ 愛媛県西予庁舎

シ 愛媛県宇和島庁舎

ス 愛媛県愛南庁舎

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 正 照 喜多郡内子町五十崎甲１３４５番地

〃 佐 伯 忠 廣 喜多郡内子町五十崎甲２７５番地

〃 栗 田 謙 一 喜多郡内子町五十崎甲１１５１番地

〃 井 上 多喜雄 喜多郡内子町五十崎乙６２６番地４

〃 山 田 博 文 喜多郡内子町福岡乙１３０番地

〃 脇 坂 寛 喜多郡内子町重松甲２３番地３

〃 宮 岡 満 幸 喜多郡内子町重松甲１６６５番地

〃 大 成 悠 喜多郡内子町重松甲４１２番地

〃 松 田 敏 喜多郡内子町福岡甲８４４番地

〃 福 岡 健 喜多郡内子町重松甲１３９１番地

〃 松 岡 義 久 喜多郡内子町重松甲５９０番地

〃 松 本 英 敏 喜多郡内子町只海甲１６２番地

〃 要 英 雄 喜多郡内子町只海甲１３０８番地

〃 一 宮 義 博 喜多郡内子町只海甲７０７番地

〃 三 瀬 義 満 喜多郡内子町只海甲８１４番地第２

〃 宮 岡 廣 行 喜多郡内子町平岡甲９０８番地

〃 小 西 敬 雄 喜多郡内子町平岡甲１８６４番地

監 事 徳 田 義 行 喜多郡内子町宿間甲６９４番地１

〃 大 松 儀 一 喜多郡内子町只海甲１２９８番地

愛 媛 県 報平成２０年６月１３日 第１９７２号
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� 入札方法

ア この入札は、愛媛県電子入札運用基準に基づき、所定の手

続により紙入札を承諾した場合を除き、入札書の提出、開札

等の行為を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムの利用者登録を行っていない入札

参加資格者が応札する場合は、紙入札を行うものとする。

イ 入札金額は、�に掲げる各調達場所の調達役務に係る月額
料金を合計した額を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相

当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２０年度から平成２２年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２条第５号に規定

する電気通信事業者であること。

� 仕様書に記載する回線サービスの提供に関して十分な実績を

有し、調達開始日までに適切かつ確実に動作確認を終了できる

体制が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部管理局情報政策課ネットワーク運営係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８９

� 入札書の受領期限

ア 電子入札による場合は、平成２０年７月２３日（水）午前９時

から同月２４日（木）午後５時まで

イ 紙入札による場合は、開札の日時に開札の場所へ持参して

提出し、又は平成２０年７月２４日（木）午後５時３０分までに�
に掲げる場所に郵送すること。

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２０年７月２５日（金）午前１０時

愛媛県庁本館１階 企画情報部管理局情報政策課システム設

計室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認

申請書（以下「確認申請書」という。）を知事に提出し、入札

参加資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 確認申請書の受領期限

� 電子入札による場合は、平成２０年６月１３日（金）午前９

時から同年７月７日（月）午後５時まで

� 紙入札による場合は、平成２０年７月７日（月）午後５時

までに３�に掲げる場所へ持参して提出し、又は郵送する
こと。

イ 郵便等による確認申請書の取扱い

郵便等により確認申請書を提出する場合は、平成２０年７月

７日（月）午後５時までに、３�に掲げる場所に必着のこと。
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

否（愛媛県会計規則第１４９条第２項第５号該当）

� 落札者の決定方法

この公告に示した役務を調達できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the line service to be rendered：

Wide Area Ethernet Service，１３ places

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，２５ July２００８

� For further information， please contact： Network

Management Section， Information Pol icy Divis ion，

Administrative Subdepartment，Planning and Information

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２２８９

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般労働組合愛媛地方本部執行委員長松本修次から次のとお

り争議行為を行う旨の通知が平成２０年６月５日あったので公表する。

平成２０年６月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 ２００８年度夏季一時金・その他

２ 日時 ２００８年６月１６日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

医療法人 敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

愛 媛 県 報平成２０年６月１３日 第１９７２号
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監 査 公 表

医療法人 北辰会まなべ病院 西条市氷見丙４７７

財団法人 新居浜精神衛生研究所
財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

�公表第１８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２０年６月１３日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

保 健 福 祉 課 平成１９年１１月８日

経 営 支 援 課 平成１９年１０月１６日

（監査の結果）

１ 生活安定資金貸付金償還金については、滞納繰越額の縮減に一層努

められたい。

区 分
収入未済額（円）

備考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ０ ５５，９４４，２７０ ５５，９４４，２７０

１７年度 ７２，０６０ ５８，３０５，７６０ ５８，３７７，８２０

差引増減 △７２，０６０ △２，３６１，４９０ △２，４３３，５５０

（保健福祉課）

２ 中小企業振興資金特別会計における高度化資金貸付金償還金、施設

共同化資金貸付金償還金、繊維工業構造改善資金貸付金償還金及び設

備近代化資金貸付金償還金については、納期限内の収入確保に努める

とともに、滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

（高度化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ３５３，６２６，０００ ７４０，２２０，０００ １，０９３，８４６，０００

１７年度 ７５０，２２０，０００ ０ ７５０，２２０，０００

差引増減 △３９６，５９４，０００ ７４０，２２０，０００ ３４３，６２６，０００

（施設共同化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

１７年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

差引増減 ０ ０ ０

（繊維工業構造改善資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 １７，７５８，０００ １３３，１２５，５６３ １５０，８８３，５６３

１７年度 ２１，８１０，０００ １２９，８５１，５５０ １５１，６６１，５５０

差引増減 △４，０５２，０００ ３，２７４，０１３ △７７７，９８７

（設備近代化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ０ ３３，２５８，９９８ ３３，２５８，９９８

１７年度 ０ ３４，０８８，９９８ ３４，０８８，９９８

差引増減 ０ △８３０，０００ △８３０，０００

（経営支援課）

３ 中小企業振興資金特別会計における違約金（繊維工業構造改善資金

貸付金償還金及び設備近代化資金貸付金償還金に伴うもの。）につい

ては、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１７年度 ２，０３４，００８

１３年度 １８，２３０

計 ２，０５２，２３８

（経営支援課）

（措置の内容）

１ 未収入金の収入確保については、市町に対し、市町担当者が借受人

や連帯保証人を訪問し、生活状態等の確認や償還督励を行い、その結

果を県に報告するよう、また、行方不明者についても追跡調査を行う

よう要請している。

その結果、平成１８年度末の未収入金１８，０１３件、５５，９４４，２７０円のうち、

平成１９年度は２４３件、９１９，０９５円を回収し、３４２件、１，２２９，３２０円を

不能欠損処分した。平成１９年度末の未収入金は１７，４２８件５３，７９５，８５５円

となっている。

今後とも借受人の生活状況に応じた適切な償還指導により、債権の

整理に努めたい。 （保健福祉課）

２ 高度化資金貸付金償還金については、１８年度末の収入未済額は１，０

９３，８４６，０００円であったが、１９年度中に１０，０００，０００円を回収し、２０年３

月末現在の滞納繰越額は１，０８３，８４６，０００円となっている。未収債権に

ついては、分割納入指導に努めるほか、貸付先の経営状況の把握、保

証人等の調査を行っており、今後とも関係機関である独立行政法人中

小企業基盤整備機構（以下、「中小機構」という。）と連携協力して

債権管理に努めたい。

施設共同化資金貸付金償還金については、貸付主体の中小機構が担

保物件の処分等により一部回収したが、その後回収できず９，３２２，７７９

円は残ったままとなっている。今後とも中小機構と協調しながら債権

管理に努めたい。

繊維工業構造改善資金貸付金償還金については、１８年度末の滞納繰

越額は２組合分１５０，８８３，５６３円であり、１９年度には、このうち２，３８３

，６５９円を回収し、２０年３月末現在の滞納繰越に係る収入未済額は１４８

，４９９，９０４円となったが、新たに別の１組合の１９年度償還分４０，４９６，０００

円が未収となったことから、２０年３月末現在の収入未済額の総額は１

８８，９９５，９０４円となっている。今後とも貸付主体の中小機構と協調しな

がら債権管理に努めたい。
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�公表第１９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２０年６月１３日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

�������
�公表第２０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２０年６月１３日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

�������
�公表第２１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

設備近代化資金貸付金償還金については、１８年度末の収入未済額は

７企業３３，２５８，９９８円であったが、分割納入等による徴収等に努めた結

果、１９年度（２０年３月末現在）には、６００，０００円を回収している。今

後とも各地方局と連携を図りながら債権管理に努めたい。

（経営支援課）

３ 繊維工業構造改善資金貸付金の償還延長による延滞金（１７年度調定

分２，０３４，００８円）については、貸付先が経営不振により延滞となった

が、条件変更を行い償還期限を延長したことから、延滞状態が解消し

たため、延滞していた期間についての違約金が確定したものである。

貸付主体である中小機構では、この違約金の一部を免除し、県に対し

ても違約金の一部免除の申請があったが、免除には権利放棄に係る議

会の議決が必要となることから回答を保留し未収となった。これにつ

いては、他の案件を含む未収債権全体の処理方針の検討後、全額回収

又は一部免除の判断を行い、未収債権の解消を図ることとしている。

設備近代化資金貸付金償還金の違約金（１３年度調定分１８，２３０円）に

ついては、回収には至っていないため、引き続き債権管理に努めたい。

（経営支援課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

消 防 学 校 平成２０年１月８日

看 護 専 門 学 校 平成２０年２月２２日

（監査の結果）

１ 空調衛生機器保守点検業務委託契約において、契約書に業務仕様書

及び業務完了報告書様式を添付していなかったため、年２回の冷・暖

房の点検に係る業務完了報告書等が業者から提出されておらず、当該

業務の完了確認を行っていなかった。 （消防学校）

２ 職員（１名）の通勤手当について、徒歩により通勤するものとし

た場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるにもかかわらず手

当を支給したため、計２２，５００円（平成１９年４月から１２月までの９ヵ月

分）が過支給となっていた。 （看護専門学校）

（措置の内容）

１ 見積業者に見積書の提出を依頼した際には、正しい契約書を示して

いたものの、契約書作成時に、契約書として添付すべき業務仕様書及

び業務完了報告書様式を添付しないまま契約を締結してしまった。

このため、委託業者に説明し、了解を得た上で契約書に業務仕様書

及び業務完了報告書様式を添付する補正を行った。

また、年２回の冷・暖房の点検については、冷房が平成１９年５月１０

日及び１１日に、暖房が平成１９年１１月２２日に職員が立会い、見積書提出

依頼時に示していた仕様書のとおり、不良箇所の部品交換を行うなど

保守点検が行われたことを確認したが業務完了報告書を受け取ってい

なかった。

このため、業務完了報告書を委託業者に提出させ、当該報告書に基

づき業務の完了確認を行うとともに平成２０年３月３１日の委託期間満了

後に最終確認を行った。

今後は、契約事務の適正な執行に努めたい。 （消防学校）

２ 過支給となった通勤手当については、本人が全額返納した。今後こ

のような誤認定が起きないよう、日頃から職員の通勤方法等について

必要な確認を行い、厳格な認定及び確認の処理を徹底したい。

（看護専門学校）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

八 幡 浜 警 察 署 平成２０年１月２１日

今 治 警 察 署 平成２０年２月２２日

（監査の結果）

１ 職員（５名）の通勤手当について、通勤距離の認定誤りにより、計

９２，０００円（平成１９年４月から１１月までの８ヵ月分）が過支給となって

いた。 （八幡浜警察署）

２ 年間の購入予定額が３０万円を超えるガソリンの単価契約について、

愛媛県会計規則により随意契約をするときは、２者以上から見積書を

徴さなければならないとされているが、１者の見積書しか徴していな

かった。 （八幡浜警察署）

３ 損害弁償金については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１８年度 ７９９，９３１

計 ７９９，９３１

（今治警察署）

（措置の内容）

１ 通勤手当の過支給については、新たに通行可能となった道路を把握

できなかったことなどにより生じたものであり、今後は、道路状況等

の把握に努めるとともに、職員に対して通勤経路の変更があった場合

の届出について指導した。

なお、過支給分については監査結果を受け、速やかに戻入処理を行

った。 （八幡浜警察署）

２ ２者に対して見積書の提出を依頼したが、１者が見積書の提出を直

前に辞退したため、１者の見積書となったものであるが、今後は、辞

退した場合にも追加見積を依頼するなど、契約事務の適正な執行に努

めたい。 （八幡浜警察署）

３ 損害弁償金の未収金については、債務者が納付期限を過ぎても当該

債務を履行しないため、督促状を債務者に送付し、期限を指定して納

入を催告している。

債務者は現在服役中であることから、早期の納入は困難な状況にあ

るが、関係機関と協議しながら早期の納入を図ることとしたい。

（今治警察署）
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平成２０年６月１３日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 宇 和 病 院 平成１９年５月２８日

西条地区工業用水道管理事務所 平成１９年６月１１日

今 治 病 院 〃

今治地区工業用水道管理事務所 〃

銅 山 川 発 電 所 〃

三 島 病 院 〃

新 居 浜 病 院 〃

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 平成１９年６月１４日

中 央 病 院 〃

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 〃

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃

（監査の結果）

１ 工業用水道事業

� 営業未収金（納期到来分）については、早期回収により一層の努

力が望まれる。

（平成１９年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
給水料金 ４，９０５，０９８ ５７１，７２４ ５，４７６，８２２

今治地区工業用水道
給水料金 １，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８

計 ６，５１８，２７６ ５７１，７２４ ７，０９０，０００

� 営業外未収金（納期到来分）については、早期回収に一層の努力

が望まれる。

（平成１９年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
超過料金 ２２４，０６４ ０ ２２４，０６４

西条地区工業用水道
壬生川幹線工事負担
金

１，２１４，６２１ １７４，２３１ １，３８８，８５２

計 １，４３８，６８５ １７４，２３１ １，６１２，９１６

� 当年度は１億４，６１４万円の純利益を計上しているものの、平成１９

年度以降は、建設仮勘定に整理されている未稼動資産の本勘定振替

に伴う減価償却費等の費用計上額の増加や、多額の企業債の償還な

どが経営を圧迫するものと予想される。

このため、今治地区及び西条地区工業用水道事業の今後の事業運

営に当たっては、以下の点に留意する必要がある。

① 今治地区工業用水道事業について

地元タオル業界の景況不振を背景に、１８年度の給水率は４２．０１

％と依然として低水準で、受水企業の契約給水量の増加を期待す

ることは困難な状況にあると考えられることから、今治市及び関

係機関とも協議の上、未利用水の活用方策を含めた経営の見直し

に取り組むこと。

② 西条地区工業用水道事業について

１８年度末の契約給水量は日量５５，５３０�と、前年度に比べて日量
３，１５０�増加しているが、計画給水量に対しては２４．２５％の低水
準にとどまっており、１９年度以降、未稼動資産の本勘定振替に伴

う減価償却費等の費用計上額の増加により、次年度は６億円程度

の赤字となることが予想される上に、企業債等多額の未償還金が

あることから、資金面で厳しい状況に陥ることも懸念されている

ため、今後とも売水や経費節減などに一層努めるとともに、経営

基盤の安定化に資するため、抜本的な改善方策が図られること。

２ 土地造成事業

土地造成事業会計は、平成１９年度から工業用水道事業の附帯事業と

されたところであるが、今後も引き続き、土地造成事業に係る経営状

態の的確な把握に努め、未処分地２７万�余の早期売却等を進めること
が望まれる。

３ 病院事業

� 個人医業未収金（納期到来分）については、早期回収により一層

の努力が望まれる。

（平成１９年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 １３５，１３４，５６８ ８９，４８８，７２９ ２２４，６２３，２９７

今治病院 ４１，９２７，９８５ １５，５２２，０４３ ５７，４５０，０２８

三島病院 １８，７２３，４７０ ８，００３，７８６ ２６，７２７，２５６

南宇和病院 ２４，３１８，９３０ ９，９８１，７６３ ３４，３００，６９３

新居浜病院 ２９，２００，９９３ ２１，５０５，１５６ ５０，７０６，１４９

計 ２４９，３０５，９４６ １４４，５０１，４７７ ３９３，８０７，４２３

� 医業外未収金（納期到来分）については、早期回収により一層の

努力が望まれる。

（平成１９年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 ７８４，１４２ ３６５，９３７ １，１５０，０７９

� 廃止された北宇和病院に係る個人医業未収金及び医業外未収金に

ついては、県立病院課において適切に債権管理を行うとともに、早

期回収に向けて努力が望まれる。

（平成１９年３月３１日現在 単位：円）

区 分 未 収 金 備 考

個人医業未収金 ７，４６０，８５５

医業外未収金 ９０２，６７２

計 ８，３６３，５２７

� 経営成績は、元持田町医師公舎敷地の売却等に係る５億５，４２８万

円の特別利益の発生により、前年度の純損失２１億１，９３５万円から、

純利益３，４２９万円に転じたが、特別利益を除いた経常損益では、５

億１，９９９万円の損失を計上し、前年度の経常利益６００万円から赤字

に転じており、企業債を含む多額の借入金も残り、財政状態は一層

厳しくなっている。

なお、北宇和病院廃止に伴う特別損失の計上などにより、前年度

末で２３７億６，３９１万円に達していた累積欠損金は、平成１８年１２月県

議会において、資本剰余金５９億４，８０２万円を取崩し補てんすること

が認められたため、１８年度末には１７７億８，１５９万円と大幅に減少し

ているが、依然として多額であることから、引き続き、縮減に向け

た取組が必要である。

このため、医師の確保による患者数の増大等に努めるとともに、

費用の抑制・縮減を図り、経営健全化はもとより、事務処理の適正

化等についても全職員が総力を結集することが望まれる。
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（措置の内容）

１ 工業用水道事業

� 西条地区工業用水道事業の給水料金未収金（納期到来分１８年度末

現在５，４７６，８２２円）については、滞納企業に対し「支払計画書」に

基づき、電話等による納入指導を継続して実施した結果、同地区に

係る１９年度末現在の未収金については、１６７，７０６円減少した。

今治地区工業用水道事業の給水料金未収金（納期到来分１８年度末

現在１，６１３，１７８円）については、料金徴収事務を委託している今治

市と今後の対応について協議を行ったが、具体的な方策を見出すこ

とができず未収金の回収には至っていない。

今後とも、工業用水道料金の適期収入に留意するとともに、未収

金の早期回収に努めたい。

（平成２０年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成１９年３月
３１日現在の未
収金

西条地区工
業用水道給
水料金

５，３０９，１１６ ０ ５，３０９，１１６ ５，４７６，８２２

今治地区工
業用水道給
水料金

１，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８ １，６１３，１７８

計 ６，９２２，２９４ ０ ６，９２２，２９４ ７，０９０，０００

� 西条地区工業用水道事業の超過料金（納期到来分１８年度末現在２

２４，０６４円）及び壬生川幹線工事負担金（納期到来分１８年度末現在１

，３８８，８５２円）については、滞納企業が既に倒産しており、納入指導

も困難な状況にあることから未収金の回収には至っていない。

今後においては、工業用水道事業の超過料金や工事負担金の適期

収入に留意し、未収金の発生防止と早期の回収に努めたい。

（平成２０年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成１９年３月
３１日現在の未
収金

西条地区工
業用水道超
過料金

２２４，０６４ ０ ２２４，０６４ ２２４，０６４

西条地区工
業用水道壬
生川幹線工
事負担金

１，３８８，８５２ ０ １，３８８，８５２ １，３８８，８５２

計 １，６１２，９１６ ０ １，６１２，９１６ １，６１２，９１６

� 今治地区工業用水道事業については、主要な施設を共有してきた

今治市と、上水道事業との連携による経営改善方策について協議を

行うとともに、あらゆる角度から経営改善に積極的に取り組むこと

としている。

西条地区工業用水道事業については、「西条地区工業用水売水促

進班」の活動を通じ、引き続き工業用水としての需要拡大に努めて

いる。

また、「西条地区工業用水利用促進協議会」において西条市や新

居浜市等と共に、経営改善方策や未利用水の有効活用方策の検討を

しているところである。

２ 土地造成事業

平成１９年度においては、道路、排水路の整備と未処分地の一部を中

小企業向け工業団地として追加整備し、未処分地約２７万㎡余の処分促

進に努めた結果、１件約６万�の分譲処分を行うとともに、２件約５

万５千�の分譲が合意に達した。

平成２０年度においても引き続き未処分地の早期売却等に取り組みた

い。

３ 病院事業

� 個人医業未収金については、院内の協力・連携により発生を極力

防止するとともに、発生した場合には、速やかな回収に努めている。

平成１９年度は、「愛媛県病院事業未収金取扱要領」に基づく未収

金発生時の早期督促や、本局と病院事務局職員による共同臨戸訪問

に加え、内容証明・配達証明郵便による催告の実施、法的措置（簡

易裁判所への支払督促の申立て）を行うなど、未収金の回収強化を

図ったところである。

また、発生から６か月以上経過した未収金の回収業務の一部を民

間業者へ委託するとともに、未収金対策の一助としてクレジットカ

ードによる診療代金の納付を開始した。

今後とも、未収金の発生防止と早期回収に一層努力したい。

（平成２０年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成１９年３月
３１日現在の未
収金

中央病院 １６９，９０９，３７１ ７１，３１２，３８７ ２４１，２２１，７５８ ２２４，６２３，２９７

今治病院 ４５，９１０，４１０ ２１，２６９，０１５ ６７，１７９，４２５ ５７，４５０，０２８

三島病院 １７，０３３，０８２ ２，００６，８９９ １９，０３９，９８１ ２６，７２７，２５６

南宇和病院 ２７，８２７，３４３ ６，３６６，１１６ ３４，１９３，４５９ ３４，３００，６９３

新居浜病院 ３６，７５１，１０６ ９，２３４，０２４ ４５，９８５，１３０ ５０，７０６，１４９

計 ２９７，４３１，３１２ １１０，１８８，４４１ ４０７，６１９，７５３ ３９３，８０７，４２３

� 医業外未収金についても、個人医業未収金と同様に、前記未収金

取扱要領に基づき、未収金の発生防止及び回収強化を図っていると

ころであり、今後とも、未収金の発生防止と早期回収に一層努力し

たい。

（平成２０年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

平成１９年３月
３１日現在の未
収金

中央病院 ８７０，２９２ １，６４０，４６８ ２，５１０，７６０ １，１５０，０７９

� 廃止された北宇和病院に係る個人医業未収金及び医業外未収金に

ついても、前記未収金取扱要領に基づき、未収金の回収強化を図っ

ているところであるが、平成２０年度においては、民間業者による回

収の実施も検討しており、今後とも、未収金の早期回収に一層努力

したい。

（平成２０年３月３１日現在 単位：円）

区 分 未 収 金 平成１９年３月３１日現在
の未収金

個人医業未収金 ７，２９３，８９０ ７，４６０，８５５

医業外未収金 ９０２，６７２ ９０２，６７２

計 ８，１９６，５６２ ８，３６３，５２７

� 全国的な医師不足に伴い、県立病院においても診療体制の維持に

苦労している状況にあり、収益を増加させる方策には限界があると

考えるが、２年ごとの診療報酬改定において、収益増につながるも

のについては、その都度、迅速に対応することとしており、平成２０

年度の診療報酬改定においても、超急性期脳卒中加算、ハイリスク

妊娠管理加算等の新たに評価対象となった項目については、施設基

準の届出を行い、できうる限りの収益増加を図っているところであ

る。

一方、費用の削減には積極的に取り組んでおり、１９年度には「公

的資金補償金免除繰上償還制度」を活用し、高金利で借り入れてい

た企業債約２７億５，０００万円を低金利に借り換えた結果、償還期限ま

での将来負担利息が約４億６，６００万円軽減できることとなった。

また、費用の多くを占める診療材料費の削減に向け、１８年度の中

央病院に続き、他の県立病院にも専門のコンサルタントを導入し、

医師、看護師をはじめ病院が一体となって取り組んだ結果、年間換

算で約７，４００万円の削減が図られた。

更に、病院職員の診療報酬請求の知識を深めるため、愛媛社会保
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公営企業告示

�愛媛県公営企業告示第３号
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定によ

り、病院の業務に係る公金の収納の事務を次のとおり委託した。

平成２０年６月１３日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

１ 委託した事務の範囲及び内容

� 愛媛県立中央病院の料金の収納の事務（平日の８時３０分から

８時４０分及び１７時から１９時並びに二次救急当番日の１２時から１３

時及び２３時から翌日２時）

� 愛媛県立今治病院の料金の収納の事務（平日の８時３０分から

９時及び１６時から１７時１５分）

� 愛媛県立三島病院の料金の収納の事務（平日の８時３０分から

９時、１３時から１４時及び１６時から１７時１５分）

� 愛媛県立南宇和病院の料金の収納の事務（平日の８時３０分か

ら９時、１２時から１３時及び１６時から１７時１５分）

� 愛媛県立新居浜病院の料金の収納の事務（平日の８時３０分か

ら９時、１３時から１４時及び１６時から１７時１５分並びに土・日曜日

及び祝日の８時３０分から１７時１５分）

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

� 愛媛県立中央病院

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番

地

� 愛媛県立今治病院

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番

地

� 愛媛県立三島病院

株式会社アイ・エム・ビイ・センター 大阪市北区堂島二丁

目２番２号

� 愛媛県立南宇和病院

株式会社日本医療事務センター松山支社 愛媛県松山市花園

町３番地２１

� 愛媛県立新居浜病院

株式会社アイ・エム・ビイ・センター 大阪市北区堂島二丁

目２番２号

３ 委託期間

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

険事務局の協力を得て、すべての職種の職員を対象に、適正な診療

報酬請求についての研修会を実施した。

今後とも、病院経営を取り巻く環境は厳しいが、「第２次財政健

全化計画（平成１６年度～２０年度）」に基づき、本局と病院職員が一

体となって、財政健全化に取り組みたい。

平成２０年６月１３日 発行
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